
 
 

令和７年１１月１４日 

国土交通省関東地方整備局 

高崎河川国道事務所 

 

河川内の土砂等を採取していただける方を公募します。 

 

  高崎河川国道事務所では、神流川（国管理区間）の洪水等で堆積した土砂により河床が上昇

した箇所において、中洲が発達・樹林化が進行しており、その結果洪水時においては流水の流

れを妨げ、河川管理施設等（堤防や橋梁の橋脚など）を損傷させる恐れがあります。 

そこで、河道の維持を目的とした河道整正工事の代行を条件として土砂等の採取希望者を公

募します。 

 

・募集期間：令和７年１１月１４日（金）から令和７年１２月１１日（木）１７時１５分まで 

・募集箇所：埼玉県児玉郡神川町肥土地先  

・応募方法：応募要領をよくご確認のうえ、応募様式に必要事項を記入し、郵送･持参のいずれ 

かの方法により応募して下さい。  

・応募要領、応募様式の入手方法：  

１．高崎河川国道事務所ホームページに掲載  

２．高崎河川国道事務所及び高崎出張所で配布（別紙のとおり）  

・作業期間：令和８年１月２８日（水）から令和８年７月３１日（金）まで  

※ 応募者が多数の場合は、抽選のうえ決定することになりますので、予めご了承下さい。  

※ 詳細につきましては、別途配布する応募要領をご確認下さい。 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 埼玉県政記者クラブ 刀水クラブ・テレビ

記者会 高崎記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 

電話：０２７－３４５－６０００（代表） メールアドレス：ktr-akagi@mlit.go.jp 

副所長（河川）松村（まつむら） （内線：２０６） 

工務第一課長 永留（ながどめ） （内線：３１１） 

 

mailto:ktr-akagi@mlit.go.jp


【参考】　　

利根川水系神流川　公募掘削　スケジュール（案）

採取の期間は令和８年７月３１日（金）までとする

（約６ヶ月間の掘削期間）

令和８年１月２８日（水）から

令和８年１月９日（金）まで

令和８年１月２３日（金）までに許認可

※上記スケジュールの日付は目安であり、変更になる場合がある。
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河川法等の申請

審査・許認可

土石採取開始

公募開始

申込書締切

審査・選定

令和７年１１月１４日（金）

令和７年１２月１１日（木）　【必着】

令和７年１２月１９日（金）までに選定
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※赤枠（対象範囲）は概ねの掘削範囲を示したものである。（現地状況により実際の掘削範囲と異なる場合がある）

神流川 現況写真

対象範囲


